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後期高齢者医療制度の

　　　保険料率が決定しました
　４月から始まる「後期高齢者医療制度」では、すべての被保険者が保険料を負担することになります。
これまで自分で保険料を支払っていなかった健康保険組合や共済組合、社会保険事務所の政管健保の
被扶養者も保険料を納めることになります。
　保険料は被保険者全員が負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

　所得の低い人は、世帯の所得水準に応じて保険料の「均等割額」について７割軽減・５割軽減・２割
軽減の軽減措置が受けられます。

　※基礎控除額等の数字は、税制改正などで改正されることがあります。
　※軽減措置の所得判定には、上記の【基礎控除額】に、さらに１５万円の控除額があります。
　　（ただし、公的年金収入がある人のみ）

　妻は国民年金のみで所得が０円のため、夫の収入金額で、７割軽減・５割軽減・２割軽減の軽減措置が受け
られるかどうか決まります。保険料は個人ごとに計算・納付します。

★岡山県後期高齢者医療広域連合の保険料率（平成２０・２１年度）

★保険料の軽減措置

　平成２０年４月１日の「後期高齢者医療制度」施行日の前日に健康保険組合や共済組合、社会保険事
務所の政管健保の被扶養者であった人や、「後期高齢者医療制度」施行後、被保険者の資格を得た日の前
日に健康保険組合や共済組合、社会保険事務所の政管健保の被扶養者であった人は、被保険者の資格
を得た日の属する月から２年間は保険料の「均等割額」が半額に減額され、「所得割額」はかかりません。
　ただし、平成２０年度は特例として、納付は平成２０年１０月からの納付となり、平成２０年１０月
分から平成２１年３月分までの半年間は｢均等割額｣が９割減額されます。

★会社の社会保険などの被扶養者であった人

　年金を年額１８万円以上受け取っている人は、保険料が年金から天引きされます。（特別徴収）（ただ
し、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の２分の１を超える場合は、天引きの対象になりません）
　それ以外の場合は、納付書などにより市町村に納めます。（普通徴収）
　詳しくは、瀬戸内市役所市民課または岡山県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。
■市市民課　　　　　　　　　　　　０８６９－２２－３９５８
　岡山県後期高齢者医療広域連合　　０８６－２４５－００９０

★保険料の納め方

0 割
（負担なし）

1 割
（9割軽減）

5 割
（被保険者になった月から2年間）

△平成20年4月 △平成20年10月 △平成21年4月

保
険
料
額

7割軽減

〈例〉夫婦世帯の場合（夫：厚生年金のみ　妻：国民年金のみで所得が0円となる場合）

5割軽減

夫の年金収入の額

応益分2割軽減

168万円

153万円

238万円192.5万円

（被保険者均等割）

応能分
（所得割）

軽減割合 世帯主及びその世帯の被保険者の総所得金額等の合算額

※保険料は2年間ごとに、医療の給付に応じて広域連合で見直し、決定します。

【基礎控除額（33万円）】を超えない世帯

【基礎控除額（33万円）】＋24.5万円×被保険者数（世帯主を除く）】を超えない世帯

【基礎控除額（33万円）】＋35万円×被保険者数】を超えない世帯

７割軽減
５割軽減
２割軽減

一人当たり保険料
（限度額50万円）

均等割額 所得割額

43 , 5 0 0円＝ ＋ （総所得金額等－33万円）×7.8 9％（所得割率）
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　平成２０年４月利用分から利用料を

次のとおり改定しますので、ご理解と

ご協力をお願いします。

　一時保育　

　４時間以下の利用　

　　　　１,０００円（旧９００円）

　４時間を超える利用　

　　　　２,０００円（旧１,８００円）

　延長保育　１日２００円（旧１００円）

■問い合わせ先

　市子育て支援課　

　　０８６９－２６－５９４６
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　学校や家での困ったこと、いじめなどの悩みご

とについて、人権擁護委員がお話をお聞きします。

秘密は必ず守りますので、気軽に相談してください。

※いずれも、一般の人権相談所と一緒に開設します。

　保護者からのご相談も、お待ちしています。

■問い合わせ先

　岡山地方法務局備前支局　　０８６９―６４―２７７０

　（社）被害者サポートセンターおかやま（VSCO）で

は、被害者支援ボランティア養成講座を開催します。

　ボランティアに興味のある人、窓口や電話でさま

ざな相談を受ける機会のある人、講座を受講してみ

ませんか？

　講座回数　全６回（全講座受講で修了証交付）

　開催日時　４月２６日（土）・５月未定日１日あり（裁

　判傍聴）・５月２４日（土）・３１日（土）・６月２１日

　（土）・２８日（土）いずれも午後の予定

　開催場所　岡山県開発公社ビル（岡山市蕃山町）、き

　らめきプラザ（岡山市南方）など

　定員・募集期限　５０人・４月１１日（金）必着

　受講料　６,０００円（全講座分資料代含む）

　講座内容　特別講演、法律制度、刑事裁判傍聴・

　解説、犯罪被害者・遺族のサポート、心理的側面など

　講師　ＶＳＣО協力弁護士、精神科医、岡山県警など

■問い合わせ・申込先

　社団法人　被害者サポートセンターおかやま

　　・FAX０８６－２２３－５５６４

　http://vsco.info

一時保育・延長保育の
利用料が変わります

春休み子どもの人権相談所を開設

▼
▼

トイレ入口には、
このオストメイ
トマークが表示
されています

犯罪被害者支援ボランティア養成講座を
受講してみませんか？

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼

相談日時 場　所

3月26日（水）
牛窓町公民館

瀬戸内市役所

ゆめトピア長船

午前１０時～午後３時

3月27日（木）
午前１０時～午後３時

3月28日（金）
午前１０時～午後３時


